
このコードを活字
文書読み上げ装置
に読みとらせること
で、各紙面の主な
内容について、音声
を出力します。

音声コード対応パンフレットです。

愛知県県民文化局
人権推進課
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人権推進課のホームページ ： https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/

愛知県県民文化局人権推進課
〒460-0001　名古屋市中区三の丸３丁目２番１号　愛知県東大手庁舎　3階
電話番号：052-954-6167　ＦＡＸ番号：052-973-3582

●地下鉄名城線「市役所」駅　2番出口より
　東へ約300ｍ
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●名鉄瀬戸線「東大手」駅　南へ約300ｍ

●基幹バス「市役所」停留所下車　東へ約400ｍ

　①地下鉄東山線(藤が丘行)乗車、「栄」駅乗り換え
　②地下鉄桜通線(徳重行)乗車、「久屋大通」駅乗り換え
　　→地下鉄名城線（右回り、市役所・大曽根方面）乗車
　　「市役所」駅下車

＜名古屋駅から＞

交 通 案 内

（以上  平日 8:30～17:15）

対応言語　英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語
■外国語人権相談ダイヤル　

■全国共通人権相談ダイヤル
みんなの人権110番
女性の人権ホットライン
子どもの人権110番

人権に関する相談機関のご案内（名古屋法務局人権擁護部）

TEL:０５７０‐０９０９１１（ナビダイヤル）　平日　９：００～１７：００

♥

企画展企画展

期間　2019年8月1日（木）から８月29日（木）まで
　　　平日の午前9時から午後5時15分まで（最終日は午後４時まで）
会場　あいち人権啓発プラザ（愛知県東大手庁舎3階）
内容　○啓発パネル展示「ハンセン病を正しく理解するために」
　　　○啓発DVD上映
　　　○ハンセン病に関する書籍・療養所入所者等作品の展示

講演会講演会

日時　2019年８月21日（水）午後２時から午後4時まで
会場　愛知県東大手庁舎　地下１階大会議室
内容　①ＤＶＤ上映（約30分）
　　　　「今、伝えたいこと　～愛知県出身ハンセン病療養所入所者の証言記録～」

　　　②講演　「ハンセン病回復者との交流と劇団活動で見えたこと」（約70分）
　　　　講師　谷川　伸彦　氏（劇団名古屋代表）

参加方法　参加費無料、先着順（定員80名）、事前申込不要

（ 全国共通ナビダイヤル）TEL：0570‐003‐110（ゼロゼロみんなのひゃくとおばん）
（ 全国共通ナビダイヤル）TEL：0570‐070‐810（ゼロナナゼロのハートライン）
（ 全国共通フリーダイヤル）TEL：0120‐007‐110（ゼロゼロナナのひゃくとおばん）

＊この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、管轄の法務局・地方法務局につながります。

あいち人権啓発プラザ  ご案内 運営時間 平日の月曜日から金曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時15分まで

　あいち人権啓発プラザでは、県民の皆様に人権に
ついての理解を深めていただくため、人権に関する図書、
映像資料（DVD・ビデオ）の閲覧・貸出し、パネル展示
などを行っています。
　「人権」と聞くとむずかしく考えてしまいがちですが、
人権は私たちにとって身近なもので、私たちの周りでも
様々な人権問題が発生しています。
　プラザの活用を通じて、改めて人権について考えて
みませんか。
　どうぞお気軽にご来場・お問い合わせください。

あいち人権啓発プラザをご活用くださいあいち人権啓発プラザをご活用ください

人権情報を収集・発信しています

学びの場を提供しています

研修や学習を支援しています
○図書・映像資料（ＤＶＤ・ビデオ）の閲覧
○「あいち人権情報」の発行
○愛知県内で開催されるイベント情報の提供

○企画展の開催　　
○講演会の開催

○人権研修への講師派遣
○人権啓発パンフレットの配布
○人権啓発パネルの貸出し
○図書・映像資料（ＤＶＤ・ビデオ）の貸出し

図書・映像資料（ＤＶＤ・ビデオ）を借りるには
プラザで利用カードを作成すれば借りることができます。
・愛知県内に在住・在学・在勤であればどなたでも作成できます。
・愛知県内の市町村、企業、学校等の団体の名前でも作成できます。
・利用カードの発行には、運転免許証など、住所と氏名が確認できるものが必要です。

・行政資料、参考資料は貸出しできません。
・映像資料（ＤＶＤ・ビデオ）は、プラザ内で視聴することもできます。
・映像資料（ＤＶＤ・ビデオ）は、お電話でのご予約もできます。

図  書　 3冊／15日以内 映像資料（ＤＶＤ・ビデオ） 3本／8日以内

見やすいユニバーサルフォントを採用しています。

学校の授業や社内の研修などに、ご活用ください

2018年度講演会実績

◇「ハンセン病について伝えよう」
◇「これからの部落問題」
◇「性犯罪被害にあうということ」

2018年度人権啓発パネル（７枚）
ご希望の方に貸出ししています。

あいち人権啓発プラザ

「ハンセン病を正しく理解するために」「ハンセン病を正しく理解するために」

昨年の様子（シンポジウム）

ハンセン病患者への人々の無知による偏見と差別を二度と繰り返さないよう入所者の証言をお伝えします。

ハンセン病回復者の思い、劇団でのハンセン病問題への活動について、お話ししていただきます。
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ザ
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